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2036 29.3
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2041

1.0 24.9 26.2 26.6 26.8 27.8 29.3 30.5 31.0 31.2 31.2 31.0 45%
0.9 25.1 26.7 27.3 27.6 28.7 30.3 31.6 32.3 32.6 32.7 32.7 50%
0.8 25.3 27.2 27.9 28.4 29.6 31.4 32.7 33.6 34.0 34.3 34.5 54%
0.7 25.6 27.6 28.6 29.2 30.6 32.5 34.0 35.0 35.5 35.9 36.4 59%
0.6 25.8 28.1 29.3 30.1 31.6 33.6 35.3 36.4 37.1 37.7 38.5 64%
0.5 26.1 28.6 30.1 31.0 32.7 34.9 36.6 37.9 38.8 39.5 40.7 68%

25.6 27.6 28.5 29.1 30.5 32.3 33.8 34.8 35.3 35.7 36.1 58%

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2041
1.0 2.9 3.1 3.4 3.6 3.6 3.8 3.9 4.1 4.2 4.2 4.2 4.2
0.9 2.6 2.9 3.2 3.3 3.4 3.5 3.7 3.8 3.9 4.0 4.0 4.1
0.8 2.4 2.6 2.9 3.1 3.1 3.3 3.4 3.6 3.7 3.8 3.8 3.9
0.7 2.1 2.3 2.6 2.8 2.9 3.0 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5 3.6
0.6 1.8 2.0 2.3 2.5 2.6 2.7 2.8 3.0 3.1 3.2 3.2 3.3
0.5 1.5 1.7 2.0 2.1 2.2 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0

2.1 2.3 2.6 2.8 2.9 3.1 3.2 3.3 3.5 3.5 3.6 3.7

17.8 21.6

1.1
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「別紙２－９ すけとうだら日本海北部系群」における資源管理の目標、漁獲シナリオ等

の変更について 

１ 変更の趣旨  

（１）資源管理基本方針の本則の第９の規定により、「農林水産大臣は、直近の資源評価、

最新の科学的知見、漁業の動向その他の事情を勘案して、資源管理基本方針についての

検討を、当該資源管理基本方針に記載されているそれぞれの水産資源についておおむね

５年ごとに行い、必要があると認めるときは、これを変更する」こととされている。 

（２）特定水産資源である、すけとうだら日本海北部系群については、５年ごとの見直しの

ため、令和７年８月から 12 月にかけて、資源管理基本方針の本則の第８の１に基づく

「資源管理の方針に関する検討会」を３回開催し、最新の資源評価に基づく資源管理の

目標の案及び資源水準の値に応じた漁獲シナリオの案について議論した。その結果、研

究機関から提案された目標管理基準値等を採用すること等が取りまとめられた。 

また、同会合において、資源再建計画の達成状況の検証が行われ、検証結果が議論さ

れた。その結果、計画の見直しを行うこととなり、このことも会合の取りまとめに盛り

込まれた。 

（３）上記「資源管理の方針に関する検討会」の取りまとめを踏まえ、すけとうだら日本海

北部系群の資源管理の目標や漁獲シナリオ等を定める資源管理基本方針の「別紙２－９」

及び資源再建計画を定めた資源管理基本方針の「別紙４－２」の関連する規定について、

所要の変更を行う。 

２ 変更の内容  

変更の内容は、別紙のとおり。 
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令和８管理年度（令和８年４月～令和９年３月）すけとうだら日本海北部系群 

漁獲可能量（ＴＡＣ）の設定及び配分について（案） 

 令 和 ８ 年 ２ 月 

水 産 庁  

１ ＴＡＣ（案） 

（１）設定の考え方

① 親魚量が令和 18 年度（2036 年度）に、少なくとも 50％の確率で、目標管理基

準値を上回るよう、親魚量の値に応じ、次の方法で漁獲圧力を調整する（漁獲シ 

ナリオ）。

ア 親魚量が限界管理基準値以上にある場合には、ＭＳＹを達成する水準に調整

係数（β＝0.9）を乗じた漁獲圧力とする。 

イ 親魚量が限界管理基準値を下回るが、禁漁水準以上ある場合には、親魚量の

値に応じて上記アの漁獲圧力を更に削減した漁獲圧力とする。 

ウ 親魚量が禁漁水準を下回る場合には、漁獲圧力をゼロとする（実際の管理に

おいては、その資源を目的とした採捕が禁止される）。 

② 資源評価において示される当該管理年度の資源量の予測値に、漁獲シナリオに

より得られる漁獲圧力を乗じた値をＡＢＣとし、管理年度当初のＴＡＣは当該値

を超えない量とする。 

（２）令和８管理年度（令和８年４月 1日～令和９年３月 31 日）のＴＡＣ（案）

（参考１）資源管理の目標

⑴ 目標管理基準値：293 千トン（最大持続生産量を達成するために必要な親魚量）

⑵ 限界管理基準値：122 千トン（最大持続生産量の 60％を達成するために必要な親

魚量）

⑶ 禁漁水準値：17 千トン（最大持続生産量の 10％が得られる親魚量）

（参考２）ＴＡＣの未利用分の繰越し 

当該管理年度のＴＡＣ未利用分を、当該管理年度の当初の漁獲可能量の５％を上限

として翌管理年度に繰り越す（令和７管理年度のＴＡＣ未利用分についても、令和７管

理年度の当初の漁獲可能量の５％を上限として令和８管理年度に繰り越す）。 

特定水産資源 ＴＡＣ 

すけとうだら日本海北部系群 26,000 トン 
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（参考３）ＴＡＣ及び漁獲実績推移 

単位：トン 

（出典：ＴＡＣ報告より水産庁作成） ※括弧内は未利用分の繰り越しによる変更後の数字

２ 配分（案） 

（１）過去３か年（令和２年から令和４年まで）の漁獲実績の比率に基づいて、大臣管

理区分及び都道府県別に配分する。 

（２）配分量は別紙のとおり。

特定水産資源 
R7(2025) 

管理年度 

R6(2024) 

管理年度 

R5(2023) 

管理年度 

R4(2022) 

管理年度 

R3(2021) 

管理年度 

ＴＡＣ 
19,700 

（20,840） 

22,900 

（23,660） 

15,300 

（15,675） 

7,500 

（7,890） 

7,900 

（8,220） 

漁獲実績 - 11,195 7,641 5,485 5,546 
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別紙 

令和８管理年度すけとうだら日本海北部系群漁獲可能量（ＴＡＣ）の設定及び配分について（ 案） 

特定水産資源 ＴＡＣ（トン） 

すけとうだら日本海北部系群 26,000 

大臣管理分 

大臣管理区分 数量（トン） 

沖合底びき網漁業 17,500 

知事管理分 

都道府県名 数量（トン） 注記 

北海道 8,400 
秋田県、山形県及び新潟県につい

ては、現行水準とする。 
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令和８管理年度における漁獲可能量、都道府県別漁獲可能量及び大臣管理漁獲可能量の変

更について（すけとうだら日本海北部系群） 

１ 背景 

令和７管理年度において、すけとうだら日本海北部系群の漁獲可能量、都道府県別漁獲

可能量及び大臣管理漁獲可能量の変更のうち、以下に掲げるものについては、行政庁の恣

意性のない機械的な変更として、事前に水産政策審議会の了承を得て、事後報告で対応で

きることとしている。 

（１）資源管理基本方針別紙２-９の第６の３に基づき行う、管理年度の終了に伴い確定し

た漁獲可能量の未利用分の翌管理年度への繰越しに伴う数量の変更 

（２）特定水産資源の漁獲可能量の当初配分及び配分量の融通に関する実施要領（令和２年 

12 月１日付水産庁資源管理部長通知、令和４年 12 月 26 日最終改正。）に則り大臣管理

区分と北海道との間で行う融通に伴う数量の変更 

２ 令和８管理年度の取扱い 

上記１に掲げる数量の変更については、引き続き事後報告で対応できることとする。 

３ 数量変更に伴う手続 

農林水産大臣は、変更した漁獲可能量、都道府県別漁獲可能量及び大臣管理漁獲可能量

を遅滞なく公表する（漁業法第 15 条第６項において準用する同条第５項）。また、都道

府県別漁獲可能量を変更したときは、これを通知する（漁業法第 15 条第６項において準

用する同条第４項）。 

都道府県知事は、上記通知を受けたときは、漁業法第 16 条第５項の規定で準用する同

条第２項から第４項までの手続に則して知事管理漁獲可能量の変更を行う。 

４ 上記２によるもの以外の変更の取扱い 

上記２によるもの以外の漁獲可能量、都道府県別漁獲可能量及び大臣管理漁獲可能量の

変更を行おうとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない（漁業法第 15 

条第６項において準用する同条第３項） 
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